
藤沢市と慶應義塾大学との連携等協力協定書 

 

藤沢市と慶應義塾大学総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部、大学院

政策・メディア研究科、大学院健康マネジメント研究科（以下、ＳＦＣという。）

は、地域社会の発展と研究・教育活動の推進、人材の育成等に寄与するため、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、藤沢市とＳＦＣが密接な連携のもと、相互の人的及び知

的資源の交流、活用等により、産業、情報、まちづくり等の分野で価値共創

及び協働を推進し、地域社会の発展や実学の促進に寄与することを目的とす

る。 

 

（協力事項） 

第２条 両者は、前項の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力

する。 

(1) 市内経済の活性化に関すること。 

(2) 教育、福祉及び人材育成に関すること。 

(3) 地域まちづくり、地域振興及び地域情報化に関すること。 

(4) 環境の保全及び形成に関すること。 

(5) 芸術及び文化の振興に関すること。 

(6) 産学官連携による研究、開発、産業振興等に関すること。 

(7) 農業及び水産業の研究開発、振興等に関すること。 

(8) 地域間交流、国際交流等の推進に関すること。 

(9) 科学技術の振興及び普及啓発に関すること。 

(10) 市が設置する審議会、委員会等への参画に関すること。 

(11) 両者の発展と市民生活の質的向上を達成するために必要なこと。 

(12) その他、本協定の目的を達成するために必要な事項 

  

（体制） 

第３条 藤沢市とＳＦＣは、本協定の目的を達成するため、緊密な連携体制を

構築するものとする。 



 

（改廃手続） 

第４条 この協定の改廃を行うときは、藤沢市及びＳＦＣが協議の上、その内

容を決定するものとする。 

 

（その他） 

第５条 この協定書に定めるもののほか、連携等の細目その他の事項について

は、藤沢市とＳＦＣが協議して別に定めるものとする。 

 

本協定の証として本協定書６通を作成し、署名押印のうえ、各自その１通を

保有する。 
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